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介護保険の事業者情報は、インターネットで閲覧できます。

　こんにちは介護保険です（日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語）
「川崎市ホームページ」   https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000049639.html

「介護サービス情報公表」　https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
川崎市の生活支援等サービスの情報は、インターネットで閲覧できます。

「川崎市生活支援等サービスの情報公表」　https://kana.rakuraku.or.jp/kawasaki

健康福祉局保健医療政策部 いこい元気広場について

地域包括支援センターについて 認知症・権利擁護について

200-2470

健康増進担当

　　　　　川崎市保険
コールセンター

受付時間
平日
 8 : 30～17 : 15
第二・四土曜日
 8 : 30～12 : 30

200-0783

保険料について 認定について 給付について

介護予防生活支援サービス事業（総合事業）について川崎市総合事業

0570-040-114 平日 8：30～17：15

044-200-2411

専用ナビダイヤル



　要介護・要支援認定申請の際に提出します。また、要介護・要支援

認定された方がケアプランに基づいたサービス（自宅や施設で介

護や看護、機能訓練など）を受けるときに、「介護保険負担割合証」

と合わせてサービス提供事業者に提出します。

　川崎市内に住所がある４０歳以上の市民の方が、川崎市の介護保

険に加入することになります。（川崎市の被保険者といいます。）

介護保険の対象者

　介護保険被保険者証についての届出等は、お住まいの地区の区役所
保険年金課、支所区民センター保険年金担当窓口までお願いします。

<介護保険施設等に入所（入居）している方の特例について>

　川崎市の被保険者が、他市町村に所在する介護保険施設等への入所

（入居）に伴い、住所を異動した場合には、施設等所在地の市町村で

はなく、引き続き川崎市の被保険者となります。（住所地特例）

　第２号被保険者の方の「介護保険被保険者証」については、特定

疾病（脳血管疾患等の１６疾病）が原因で要介護・要支援認定を受

けた方と交付を希望する方のみに発行されます。

　川崎市から６５歳到達日の前月下旬に「介護保険被保険者証」を送

付いたします。（６５歳の誕生日の前日が６５歳到達日となります。）

６５歳以上の方（第１号被保険者）

　４０歳以上６５歳未満の医療保険の加入の方（第２号被保険者）



　要介護・要支援認定申請の際に提出します。また、要介護・要支援

認定された方がケアプランに基づいたサービス（自宅や施設で介

護や看護、機能訓練など）を受けるときに、「介護保険負担割合証」

と合わせてサービス提供事業者に提出します。

　川崎市内に住所がある４０歳以上の市民の方が、川崎市の介護保

険に加入することになります。（川崎市の被保険者といいます。）

介護保険の対象者

　介護保険被保険者証についての届出等は、お住まいの地区の区役所
保険年金課、支所区民センター保険年金担当窓口までお願いします。

<介護保険施設等に入所（入居）している方の特例について>

　川崎市の被保険者が、他市町村に所在する介護保険施設等への入所

（入居）に伴い、住所を異動した場合には、施設等所在地の市町村で

はなく、引き続き川崎市の被保険者となります。（住所地特例）

　第２号被保険者の方の「介護保険被保険者証」については、特定

疾病（脳血管疾患等の１６疾病）が原因で要介護・要支援認定を受

けた方と交付を希望する方のみに発行されます。

　川崎市から６５歳到達日の前月下旬に「介護保険被保険者証」を送

付いたします。（６５歳の誕生日の前日が６５歳到達日となります。）

６５歳以上の方（第１号被保険者）

　４０歳以上６５歳未満の医療保険の加入の方（第２号被保険者）



※転入前に、年金からの差し引きであった方も、差し引きが一旦停止します。

ただし

40～65歳
未満の方の
保険料27.0%

65歳以上の方の
保険料
24.8%

国・神奈川県
35.7%

川崎市
12.5%

の保険料

　65歳以上の方で災害・所得減少などにより介護保険料の納

付が困難な場合には、一定の要件のもとに、介護保険料の減

免を受けられる制度があります。 　詳しくはお住まいの地区の

区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当窓口ま

でご相談ください。

　加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。保険料の

額や納め方は、加入している医療保険の種類によって異なりま

す。（詳細は、加入している健康保険組合などにお問い合わせく

ださい。）

40歳～64歳の方（第2号被保険者）の保険料

した
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世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額  の合計が８０万円以下の方※

世帯全員が市町村民税非課税であり、第１段階・第２段階以外で本人の
課税年金収入額と合計所得金額  の合計が１２０万円以下の方※

本人は市町村民税非課税であるが、同じ世帯に市町村民税課税者がいる方で
本人の課税年金収入額と合計所得金額  の合計が８０万円以下の方※
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(令和５年度)



認定給付担当窓
口で申請します。



介護保険サービスの支給限度額

介護保険サービスの費用

　介護保険の在宅サービスなどを利用する場合、要介護度に応じて１か月あたりの支給限度額が決められています。
※支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となりますのでご注意ください。
※施設サービスなどについては、独自の支給限度額を適用します。

要介護認定を受けた方には、利用者負担の割合（１割から３割）が記載された介護保険負担割合証を発行します。
介護保険サービスを利用する際、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の２つが必要になります。

介護保険サービスを利用した場合、費用の一部は自己負担となります。

※ 要支援 1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業の利用となります。

要介護 1～5

要介護 1～5

※要支援 1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業の利用となります。

介護保険のサービスは、要介護認定を受けた方と、要支援認定を受けた方で
は利用できるサービスの内容が異なります。

浴槽を積んだ入浴車で訪問して入浴の介護を行います。

主治医の指示のもとで、看護師等が訪問し、療養上の看護などを行い
ます。

理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行います。

医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、療養上の管理・指導を行います。

デイサービスセンターにおいて生活機能の維持または向上を目指し、
入浴・食事等の支援や機能訓練を行います。

介護老人保健施設などで理学療法士等によるリハビリテーションを行
います。

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、日常生活上の介護や
機能訓練を行います。

介護老人保健施設等の施設に短期間入所して、看護、医学的管理のも
とにおける介護や機能訓練等を行います。

ホームヘルパーが訪問し、身体の介護や、家事の援助を行います。

要支援1・2

要支援 1・2

要支援 1・2

要支援 1・2

要支援 1・2

要支援 1・2

要支援 1・2

要介護 1～5

要介護 1～5

要介護 1～5

要介護 1～5

要介護 1～5

要介護 1～5

要介護 1～5

要支援１・２、要介護1～5と認定された方

5,032単位（約16万円）

10,531単位（約12万円）

16,765単位（約18万円）

30,938単位（約33万円）

36,217単位（約39万円）

19,705単位（約21万円）

27,048単位（約29万円）

自己負担は、利用された介護保険サービスに要した費用のうち、現役並みの所得がある方は３割、一定以上所得のある
方は２割、それ以外の方は１割となります。
※保険給付対象外の費用に対しては、介護保険からの支給はありませんので、ご注意ください。

介護保険負担割合証の有効期限は７月３１日までです。要介護認定等を受けている方には、７月中旬以降に８月
１日から翌年７月３１日まで有効の介護保険負担割合証を送付します。

利用者負担の判定の流れ

※第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず１割負担
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除
　等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計
　算されます。

歳

　以

　上

　の

　方

65

本人の
合計所得金額が
220万円以上

本人の
合計所得金額が
160万円未満

本人の合計
所得金額が
160万円以上
220万円未満

３割負担

2割負担

1割負担

2割負担

１割負担

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で３４０万円以上、または世帯内６５歳以上の方全員の
合計額が４６３万円以上

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上３４０万円未満、または世帯内６５歳
以上の方全員の合計額が346万円以上４６３万円未満

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円以上、または世帯内６５歳以上の方全員の
合計額が346万円以上

年金収入+その他の合計所得金額の合計額が
単身世帯で280万円未満、または世帯内６５歳以上の方全員の
合計額が346万円未満
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●利用者負担について
 住宅改修費の７割から９割を支給します。支給限度額は２０万円です。
 受領委任払い制度を利用できます。

(注) 改修前に事前申請が必要です。

⑤ ④

③
②

①
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑り防止および移動の円滑化のための
 床または通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え

⑤洋式便器などへの便器の取替え
⑥上記①～⑤の工事に付帯して
 必要となる住宅改修

要介護1～5要支援 1・2

受領委任払い制度とは

福祉用具・住宅改修のサービス
日常生活での自立を助けます

要介護1～5

①～⑧の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
⑬の福祉用具は、原則として要支援１・2、要介護１～3の人は利用できません。

●利用者負担について
 レンタル費用の１割から3割です。
 支給限度額（９ページ参照）が適用されます。
 福祉用具の種類や事業者により金額は変わります。

●利用者負担について
 福祉用具の購入費の７割から９割を支給します。
 支給限度額は毎年度１０万円です。
 受領委任払い制度を利用できます。
(注) 指定を受けている事業者から購入した場合のみ
  支給対象となります。

①車いす
②車いす付属品（電動補助装置など）
③特殊寝台（介護用ベッド）
④特殊寝台付属品（サイドレールなど）
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦認知症老人徘徊感知機器
⑧移動用リフト（つり具を除く）

⑨手すり（工事をともなわないもの）
⑩スロープ（工事をともなわないもの）
⑪歩行器
⑫歩行補助つえ
⑬自動排泄処理装置
 （交換可能部品を除く）

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③排泄予測支援機器

④入浴補助用具
⑤簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具の部分

要支援1・2

要介護 1～5要支援 1・2

⑤

義務づけられています。



●利用者負担について
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 支給限度額は毎年度１０万円です。
 受領委任払い制度を利用できます。
(注) 指定を受けている事業者から購入した場合のみ
  支給対象となります。

①車いす
②車いす付属品（電動補助装置など）
③特殊寝台（介護用ベッド）
④特殊寝台付属品（サイドレールなど）
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦認知症老人徘徊感知機器
⑧移動用リフト（つり具を除く）

⑨手すり（工事をともなわないもの）
⑩スロープ（工事をともなわないもの）
⑪歩行器
⑫歩行補助つえ
⑬自動排泄処理装置
 （交換可能部品を除く）

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③排泄予測支援機器

④入浴補助用具
⑤簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具の部分

要支援1・2

要介護 1～5要支援 1・2

⑤

義務づけられています。



施設サービス

要支援1・2の方でも利用できる場合があります。
内容や費用などは施設によって異なりますので、各施設に確認
してください。
養護老人ホームについては、措置による入所となりますので、
お住まいの地区の区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーシ
ョン高齢者支援担当窓口でご相談ください。

その他、介護保険を利用できる施設です。

　施設サービスは、どのような介護が必要かによって４つのタイプに分かれます。
入所する施設を選び、直接申し込んで契約を結びます。
施設サービス費の他に、食費、居住費、理美容代、日用品費等がかかります。

日常生活で常に介護が必要な方が対象の施設です。入浴、食事等の介護や
日常生活上の世話、機能訓練、健康管理が受けられます。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 要介護 3～5

要介護 1～5介護老人保健施設

長期間にわたる療養が必要な方が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的
管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。看取り介護やター
ミナルケアにも対応します。

介護医療院

要介護 1～5

要介護 1～5

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたる療養が必要
な方が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的管理のもと介護、機能訓練
その他必要な医療が受けられます。

介護療養型医療施設（療養病床）

特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム等）

急性期の治療が終わり病状が安定し、在宅復帰のためのリハビリに重点をおいた
方が対象の施設です。看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療
が受けられます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 要介護1～5

看護小規模多機能型居宅介護 要介護1～5

地域密着型通所介護 要介護1～5

夜間対応型訪問介護 要介護1～5

要介護 1～5認知症対応型通所介護

要介護1～5小規模多機能型居宅介護

要介護1～5認知症対応型共同生活介護

要介護3～5地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

日中・夜間を通じて、定期巡回や必要に応じて随時訪問を行います。介
護と看護が連携を図り、ヘルパーによる入浴、排せつの介護や、看護職
員による療養上の世話や診療の補助などを行います。

夜間の定期巡回や、緊急時など通報システムによる訪問介護サービスを
行います。

利用定員 18 人以下のデイサービスセンターにおいて生活機能の維持ま
たは向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行います。

デイサービスセンターにおいて比較的安定した認知症の方に対し、生活
機能の維持または向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行い
ます。

通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、訪問や泊まりを組み合わ
せたサービスを行います。

医療ニーズの高い利用者が訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合
わせ、利用者のニーズに応じた柔軟な対応を行います。

比較的安定した認知症の方が少人数で共同生活を送りながら入浴・食事
等の介護や機能訓練等を行います。

定員 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設において、日常生活で常に
介護が必要な方に入浴・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練等
を行います。

 住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送ることを支援するための
サービスです。原則として、川崎市の被保険者の方が利用できます。

要支援 1・2

要支援 1・2

要支援 2

※要介護１・２の方は、居宅において日常生活を営むことが困難
なことについてやむを得ない理由がある場合は利用できます。

※要介護1・2の方は、居宅において日常生活を営む
ことが困難なことについてやむを得ない理由があ
る場合は利用できます。



施設サービス

要支援1・2の方でも利用できる場合があります。
内容や費用などは施設によって異なりますので、各施設に確認
してください。
養護老人ホームについては、措置による入所となりますので、
お住まいの地区の区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーシ
ョン高齢者支援担当窓口でご相談ください。

その他、介護保険を利用できる施設です。

　施設サービスは、どのような介護が必要かによって４つのタイプに分かれます。
入所する施設を選び、直接申し込んで契約を結びます。
施設サービス費の他に、食費、居住費、理美容代、日用品費等がかかります。

日常生活で常に介護が必要な方が対象の施設です。入浴、食事等の介護や
日常生活上の世話、機能訓練、健康管理が受けられます。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 要介護 3～5

要介護 1～5介護老人保健施設

長期間にわたる療養が必要な方が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的
管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。看取り介護やター
ミナルケアにも対応します。

介護医療院

要介護 1～5

要介護 1～5

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたる療養が必要
な方が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的管理のもと介護、機能訓練
その他必要な医療が受けられます。

介護療養型医療施設（療養病床）

特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム等）

急性期の治療が終わり病状が安定し、在宅復帰のためのリハビリに重点をおいた
方が対象の施設です。看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療
が受けられます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 要介護1～5

看護小規模多機能型居宅介護 要介護1～5

地域密着型通所介護 要介護1～5

夜間対応型訪問介護 要介護1～5

要介護 1～5認知症対応型通所介護

要介護1～5小規模多機能型居宅介護

要介護1～5認知症対応型共同生活介護

要介護3～5地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

日中・夜間を通じて、定期巡回や必要に応じて随時訪問を行います。介
護と看護が連携を図り、ヘルパーによる入浴、排せつの介護や、看護職
員による療養上の世話や診療の補助などを行います。

夜間の定期巡回や、緊急時など通報システムによる訪問介護サービスを
行います。

利用定員 18 人以下のデイサービスセンターにおいて生活機能の維持ま
たは向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行います。

デイサービスセンターにおいて比較的安定した認知症の方に対し、生活
機能の維持または向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行い
ます。

通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、訪問や泊まりを組み合わ
せたサービスを行います。

医療ニーズの高い利用者が訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合
わせ、利用者のニーズに応じた柔軟な対応を行います。

比較的安定した認知症の方が少人数で共同生活を送りながら入浴・食事
等の介護や機能訓練等を行います。

定員 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設において、日常生活で常に
介護が必要な方に入浴・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練等
を行います。

 住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送ることを支援するための
サービスです。原則として、川崎市の被保険者の方が利用できます。

要支援 1・2

要支援 1・2

要支援 2

※要介護１・２の方は、居宅において日常生活を営むことが困難
なことについてやむを得ない理由がある場合は利用できます。

※要介護1・2の方は、居宅において日常生活を営む
ことが困難なことについてやむを得ない理由があ
る場合は利用できます。



一般介護予防事業

要支援１・２の方・非該当の方へのサービス

対象者
●要支援１・２の判定を受けた方
●65歳以上の方で、「事業対象者」の判定がされた方
地域包括支援センターが実施する基本チェックリストにより介護予防・生活支援サー
ビス事業を利用する必要があると判定された方です。
※40歳から64歳までの方（第２号被保険者）は、事業対象者の対象外ですので「要
　支援１・２」の認定を受ける必要があります。

介護予防訪問サービス
介護事業所のホームヘルパーや「かわさき暮らしサポーター」が家庭を訪問
し、利用者と協働して家事の援助等を行います。

介護予防通所サービス
デイサービスセンターにおいて、入浴・食事、生活機能の維持向上のための
体操や筋力トレーニング等を行います。

介護予防短時間通所サービス
デイサービスセンターにおいて、入浴・食事、生活機能の維持向上のための
体操や筋力トレーニング等を短い時間で行います。

サービス
● 介護保険制度の利用者負担割合に準じます。

65歳以上の方、その支援のための活動に関わる方が対象です。
地域の中の介護予防の取組として次の事業を実施しています。

（１）介護予防普及啓発事業
介護予防に関するパンフレットの配布や健康講座・講演会の開催などにより、
自立した生活のための介護予防活動の重要性を周知します。

（２）地域介護予防活動支援事業
地域住民が主体となって行う介護予防活動の支援や、介護予防活動をサポート
するボランティアの育成などを行います。

介護予防・生活支援サービス事業 （以下「サービス事業」といいます。）

※医師から運動を禁止されている方や、要介護１～５の認定を受けている方は対象となりません。

いこい元気広場事業
　川崎市内にお住まいの６５歳以上の方で川崎市住民基本台帳に登録されている方
を対象に、市内すべてのいこいの家・一部施設の交流スペースで、毎週１回、専門
の指導員による転ばない体づくりのための体操や、介護予防・健康づくりに役立つ
ミニ講座を実施しています。参加期間は６か月間です。

●

 1か月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合、申請により「高額

 支給対象となる方には申請をお知らせする通知をお送りします。
介護（介護予防）サービス費」が支給されます。

 １年間の医療保険と介護保険の利用者負担の合計額が一定の上限
額を超えた場合、申請により「高額医療合算介護（介護予防）サー
ビス費」が支給されます。
 支給対象となる方には申請をお知らせする通知が送付されます。
 支給申請は、毎年７月３１日時点で加入していた医療保険者が窓口
となります。

 所得や資産が一定以下の方が、施設サービス等を利用する場合、申請
により所得等に応じて負担限度額が設定され、居住費・食費にかかる費
用の一部が軽減されます。

で、詳しくはお住まいの地区の区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーシ
ョン介護認定給付担当窓口までご相談ください。

　所得や資産が一定以下の方が、認知症対応型共同生活介護（グループホ
ーム）を利用していて、要件を満たす場合は、申請により家賃、食費、光
熱水費が軽減されます。

認知症対応型共同生活介護による利用者負担の軽減制度について
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　川崎市内にお住まいの６５歳以上の方で川崎市住民基本台帳に登録されている方
を対象に、市内すべてのいこいの家・一部施設の交流スペースで、毎週１回、専門
の指導員による転ばない体づくりのための体操や、介護予防・健康づくりに役立つ
ミニ講座を実施しています。参加期間は６か月間です。

●

 1か月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合、申請により「高額

 支給対象となる方には申請をお知らせする通知をお送りします。
介護（介護予防）サービス費」が支給されます。

 １年間の医療保険と介護保険の利用者負担の合計額が一定の上限
額を超えた場合、申請により「高額医療合算介護（介護予防）サー
ビス費」が支給されます。
 支給対象となる方には申請をお知らせする通知が送付されます。
 支給申請は、毎年７月３１日時点で加入していた医療保険者が窓口
となります。

 所得や資産が一定以下の方が、施設サービス等を利用する場合、申請
により所得等に応じて負担限度額が設定され、居住費・食費にかかる費
用の一部が軽減されます。

で、詳しくはお住まいの地区の区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーシ
ョン介護認定給付担当窓口までご相談ください。

　所得や資産が一定以下の方が、認知症対応型共同生活介護（グループホ
ーム）を利用していて、要件を満たす場合は、申請により家賃、食費、光
熱水費が軽減されます。

認知症対応型共同生活介護による利用者負担の軽減制度について
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※各地域包括支援センターの担当地域につきましては、お住まいの地区の区役所高齢・障害課、地区健康福祉
　ステーション介護保険担当窓口にお問合せください。

サービスが適切に提
供できるようにケア
プランなどを作成
し、必要に応じて
サービス提供後の状
況確認も行います。

介護保険だけではな
い総合的な相談業務
や、虐待防止等権利
擁護にかかるさまざ
まな支援を行いま
す。

高齢者が住み慣れた
地域で生活ができる
よう、ケアマネジメ
ントの後方支援を行
います。
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介護保険の事業者情報は、インターネットで閲覧できます。

　こんにちは介護保険です（日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語）
「川崎市ホームページ」   https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000049639.html

「介護サービス情報公表」　https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
川崎市の生活支援等サービスの情報は、インターネットで閲覧できます。

「川崎市生活支援等サービスの情報公表」　https://kana.rakuraku.or.jp/kawasaki

健康福祉局保健医療政策部 いこい元気広場について

地域包括支援センターについて 認知症・権利擁護について

200-2470

健康増進担当

　　　　　川崎市保険
コールセンター

受付時間
平日
 8 : 30～17 : 15
第二・四土曜日
 8 : 30～12 : 30

200-0783

保険料について 認定について 給付について

介護予防生活支援サービス事業（総合事業）について川崎市総合事業

0570-040-114 平日 8：30～17：15

044-200-2411

専用ナビダイヤル




